
令和７年大分市佐賀関大規模火災義援金 

１．被災状況 

令和７年１１月１８日に大分県大分市佐賀関で発生した大規模火災によ

り、多数の家屋が焼失するなど甚大な被害が生じ、同市に災害救助法が適用

された。 

２．募集期間 
令和７年１１月２１日（金）から令和７年１２月１９日（金）まで 

（義援金のみを取り扱います。） 
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※手数料は無料となります。 

(2)本会に送金 

金融機関：常陽銀行 本店（普）№ ３９４９０７５ 

口座名義：社会福祉法人茨城県共同募金会 大分市火災義援金 

※振込みの際「イバラキケンキョウドウボキンカイ」と省略することが

できます。 

（上記（２）について） 

・常陽銀行については、同行の本支店の窓口・アクセスジェイ及び ATMから当該口座への振込手数料が 

12/1（月）から無料となります。なお、時間外の ATM 及びアクセスジェイ以外のネットバンキングによ

る振込みは手数料がかかる場合があります。 

３．義援金の配分 
県が設置する災害義援金配分委員会の基準に基づき、全額被災者の

方々に届けられます。 

 

筑西市社会福祉協議会の窓口での、ご寄付も受け付けております。 

ご不明な点等ございましたら、下記番号までお問い合わせください。 

TEL：0296-22-5191 


